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第１回大阪市エイズ対策評価委員会 

                        日時：平成２５年８月２８日 

開会 午後 ２時００分 

○小山代理  大変長らくお待たせしてました。 

 ただ今から、第１回大阪市エイズ対策評価委員会を開催させていただきます。 

 本日は御多忙のところ、当委員会に御出席いただきまして、誠にありがとうござい

ます。私は、本日の司会を務めさせていただきます、大阪市保健所感染症対策課長代

理、小山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、当委員会は審議会等の設置及び指針の第７条に基づきまして、公開とさせて

いただきます。 

 傍聴の方で写真撮影をされます場合は、恐れ入りますが議事開始までにお願いした

いと思います。 

 それでは、まず開会に当たりまして、甲田保健所長から御挨拶をお願いします。 

○甲田所長  皆さん、こんにちは。所長をしております甲田でございます。 

 本日は御多用の中、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。また、前

６回の検討会に引き続き、本日は第１回の委員会に委員として御承諾いただきまして、

重ねてお礼申しあげます。 

 さて、大阪市のエイズ対策評価検討会ですけれども、平成２３年１月に第１回を開

催させていただきました。以後５回にわたって貴重な御意見を賜りまして、昨年、平

成２４年３月に第２次のエイズ対策基本指針を策定させていただきました。ちょうど

１年前、昨年８月２９日、第６回の検討会議におきましては、評価指標についても詳

細に御検討をいただいたところでございます。エイズ、あるいはＨＩＶの詳細なデー

タにつきましては、また後ほど、事務局より御報告させていただきますけれども、平

成２４年のＨＩＶ感染者、患者を含めまして１４０件でございました。その前年、２

３年は１９０件で、一応５０件の減少を見ております。そのうちエイズ患者数は５０
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件から３２件と１８件減少しております。しかしながら、受検者数に依存した変動の

激しい数値でございますため、今後とも引き続き、感染予防、感染の拡大の防止に努

めていく必要があると考えております。 

 本日、第１回の委員会におかれましては、この第２次大阪市エイズ対策基本指針の

進捗状況及びその効果を委員の先生方に御評価いただくために開催させていただいて

おります。委員の先生方には貴重なアドバイス、御意見を賜ればと思っております。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

○小山代理  それでは、本日の出席者を御紹介いたします。 

 まずは、大阪市エイズ対策評価委員会の委員の方々を資料１の名簿順に御紹介いた

します。 

 青木委員でございます。 

○青木委員  よろしくお願いいたします。 

○小山代理  鬼塚委員でございます。 

○鬼塚委員  よろしくお願いいたします。 

○小山代理  茂松委員でございます。 

○茂松委員  茂松でございます。よろしくお願いいたします。 

○小山代理  白阪委員でございます。 

○白阪委員  白阪でございます。よろしくお願いいたします。 

○小山代理  なお、木原委員につきましては、本日は所用により欠席と伺っており

ます。 

 続きまして、事務局を紹介させていただきます。 

 大阪市保健所、甲田保健所長でございます。 

○甲田所長  甲田でございます。よろしくお願いいたします。 

○小山代理  大阪市保健所松本感染症対策監でございます。 

○松本感染症対策監  松本です。よろしくお願いします。 
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○小山代理  大阪市保健所感染症対策課長兼危機管理室、医務主幹の半羽課長でご

ざいます。 

○半羽課長  半羽でございます。どうよろしくお願いします。 

○小山代理  大阪市環境科学研究所、長谷微生物保健担当課長でございます。 

○長谷課長  長谷でございます。よろしくお願いします。 

○小山代理  大阪市保健所、松本保健副主幹でございます。 

○松本副主幹 松本です。よろしくお願いいたします。 

○小山代理  私、大阪市保健所感染症対策課長代理、小山と申します。 

 次に、関係部局の方々を紹介します。 

 こころの健康センター、根来保健主幹でございます。 

○根来主幹  根来でございます。よろしくお願いします。 

○小山代理  こども青少年局子育て支援部、三谷管理課長でございます。 

○三谷課長  三谷でございます。よろしくお願いいたします。 

○小山代理  教育委員会事務局指導部、笹田首席指導主事は本日、都合により欠席

させていただいており、代わりまして田村総括指導主事でございます。 

○田村総括指導主事  よろしくお願いします。 

○小山代理  教育委員会事務局教務部、深見学校保健担当課長でございます。 

○深見課長  深見でございます。よろしくお願いします。 

 続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。次第と資料１から１８につき

ましては、事前にお渡ししておりますが、若干の修正がございますので、本日用意さ

せていただいておるものを御覧いただきますようお願いしたいと思います。なお、修

正につきましては、内容が変わるようなものではございませんので、御承知いただき

たいと思います。資料で抜けているものがございましたら、後ほどでも結構でござい

ますので、事務局のほうにお伝えいただけますでしょうか。 

 なお、本日の委員会に先だちまして、７月２６日に大阪市において、エイズ対策に



－4－ 

かかわるＮＧＯの方々にも参画していただき、エイズ対策評価委員会作業班会議を開

催させていただきました。本日の資料につきましては、作業班での議論を踏まえ、作

成させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、本委員会の開催根拠となります大阪市執行機関の附属機関に関する条

例について、簡単に御説明させていただきます。 

 資料２をごらんください。 

 執行機関の附属機関に関する条例の抄本ということでございますが、第１条で本市

の執行機関の附属機関としてさまざまな附属機関が規定されており、大阪市エイズ対

策評価委員会につきましては、２ページ中段にエイズ対策に関する事項の調査審議に

関する事務を担当するということで設置されておるところでございます。 

 続きまして、４ページには、平成２５年８月１日付で委員会規則を施行しており、

委員の任期等を定めておるというところでございます。 

 議事に入ります前の事務局からの説明は以上でございます。ここまでの説明につい

て、御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 議事につきましては、本来、委員長に進行していただくということになっておるの

ですが、本日は委員会の初回ということでございますので、委員長が決まっておりま

せん。委員長選出までの間、引き続き私のほうで議事を進めさせていただきたいと存

じますので、よろしくお願いします。 

 それでは、一つ目の議事、大阪市エイズ対策評価委員会委員長の選出についてでご

ざいます。 

 大阪市エイズ対策評価委員会規則第４条におきまして、委員会に委員長を置き、委

員の互選により、これを定めるということになっておりますが、委員長の選出につき

まして、御意見等ございませんでしょうか。 

○青木委員  白阪委員を委員長に推薦いたします。 



－5－ 

○小山代理  ただいま、青木委員から委員長を白阪委員にと御提案がございました。

いかがでしょうか。 

（拍手） 

○小山代理  それでは、今の拍手をもちまして、今後、向こう２年間、白阪委員に

本委員会の委員長をお願いしたいと存じます。白阪委員、どうぞよろしくお願いしま

す。 

 早速ではございますが、白阪委員長には、恐れ入りますが、正面の委員長席に移っ

ていただきまして、一言御挨拶をお願いしたいと思います。 

○白阪委員長  御指名をいただきました白阪でございます。委員長という重い役割

でございますが、精いっぱいやらせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○小山代理  ありがとうございます。 

 それでは、ここからの議事運営につきましては、白阪委員長にお願いしたいと思い

ます。白阪委員長、よろしくお願いします。 

○白阪委員長  では、議事に従って進めたいんですが、皆さん、さっき御紹介いた

だいた４ページを見ていただきますと、この対策評価委員会の規則の中で、第４条の

ところで「委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の

指名する委員がその職務を代理する」ということがございますので、先に決めておき

たいと思うのですが、もしよろしかったら青木委員に代理をお願いできますでしょう

か。できるだけ私が頑張ってまいりますので、いかがでしょうか。 

○青木委員  はい。 

○白阪委員長  そうしたら、そういうことでお願いしたいと思います。 

 では、次は平成２４年度の事業実績と評価についてということで、事務局から御説

明をお願いします。 

○半羽課長  感染症対策課長の半羽でございます。２４年度の事業実績とその評価

ということで、御報告をさせていただきます。 
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 まず、資料３をごらんください。それと、資料の４以降をごらんいただきながら説

明をさせていただきたいと思います。 

 まず、資料４からですが、エイズの患者報告数についての評価ということで、２４

年度のものでございます。全国の平成２４年度ＨＩＶ感染者とエイズ感染者を合わせ

た新規報告者数は、平成２０年をピークにそれ以降は横ばいに転じております。 

 続きまして、１ページめくっていただきまして、資料５をごらんいただきますが、

平成２４年の新規報告数は１４０件でございまして、平成２３年の１９０件に比べて

５０件減少しておりまして、平成２２年をピークに増加傾向ではなく、横ばいの状態

でございます。 

 資料３の上に書いてございます大目標であるエイズ患者報告数につきましては、平

成２２年には４９件であったことから、平成２８年に２５％減の３６件以下となって

いれば目標達成ということでございますが、平成２４年のエイズ患者報告数は３２件

であり、現時点で目標値は達成されているということになりますが、平成２３年が５

０件であったことから、比較的変動の激しい数値の可能性があると考えられるため、

今後、計画終了年までの推移を引き続き見守っていく必要があると思われます。 

 さらに、ＨＩＶ感染者報告数とエイズ患者報告数を加えたものを母数としたエイズ

患者報告数の割合は、平成２２年が２２．９％、平成２３年は２６．３％、平成２４

年は２２．９％でございまして、資料５の２番の最後の３年間のそれぞれの比率にな

りますが、エイズ患者報告数が母数に占める割合は減少していないということがわか

ろうかと思います。副次目標３の１５％以下にするというのは、達成ができていない

ということになります。平成２４年の全国のエイズ患者報告数が母数に占める割合は

３０．８％ということでございますので、大阪市が特に早期発見ができていないとい

うことにはないということになろうかと思います。 

 続きまして、２番のＨＩＶ検査受検者数についての評価でございますが、資料６を

ごらんください。３枚ほどめくっていただきまして、横１枚ものになります。 
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 平成２２年度のＨＩＶ検査数は１万９１７件であり、２８年度の目標値は１万５，

０００件としていますが、２４年度のＨＩＶ検査件数は保健福祉センター３区で３，

８７３件、委託検査が５，５１８件の計９，３９１件であり、平成２０年度の１万４，

７５７件をピークに減少しております。このうち委託検査は、２３年度の５，２０９

件より３０９件の増となっておりまして、保健福祉センターでの検査件数の減少が顕

著でございます。 

 全国のＨＩＶ検査件数も平成２０年をピークに減少している点では、同様の傾向で

すが、大阪市の２４年度のＨＩＶ検査件数は、平成２０年の６３．６％に対しまして、

全国は７４．１％でございまして、全国より大阪市のほうが下げ幅が大きいという評

価になります。その理由といたしまして、保健福祉センターでのＨＩＶ検査は、男性

が前年比９４．３％、女性は前年比７８．８％と特に女性の受検者数の減少が顕著で

ございますが、これにつきましては、平成２４年度から妊婦健診の項目にＨＩＶ検査

が含まれまして、資料７に文章がございますけれども、平成２４年度実績で２万４，

３９０件の妊婦健診でのＨＩＶ検査が行われているということで、ちなみに異常あり

はゼロ件ということではございましたが、これが保健福祉センターでのＨＩＶ検査の

女性の受検者が減少していることの一因ではないかと考えております。 

 続きまして、保健福祉センターにおけますＨＩＶ検査の陽性率ですが、資料８をご

らんください。男性の場合、２２年１．３４％、２３年１．１８％、２４年０．８

６％と下がっておりまして、本年の１月から７月は０．７９％となっております。 

 続きまして、次のページの資料９でございますけれども、委託検査によるＨＩＶ陽

性率は、男性の場合、２３年０．８６％、２４年が０．５３％であり、２４年は土

曜・日曜の陽性率のほうが平日・夜間より高い傾向にございました。２５年度につき

ましては、４月、５月の２カ月間のデータでございますけれども、土曜日の１回当た

りの受検者数が３８．６となっておりまして、昨年、２４年の２１．６に比べまして、

約１．８倍の増となっておりまして、土曜日の検査を即日検査に変えた効果が出てい
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ると思います。 

 続きまして、ＭＳＭのＨＩＶ受検者数は、平成２２年が１，６００件、平成２８年

の目標値が２，４００件といたしております。 

 資料１０の表４をごらんください。ＭＳＭの受検者割合のところでございますが、

ＭＳＭの受検者割合を厚生労働省科学研究事業の「検査を受ける人を対象としたアン

ケート」の結果から、平成２３年１２月から２５年３月期の保健福祉センターの受検

者のうち２４％がＭＳＭであることから、ＭＳＭはMen who have Sex with Menの略

語であります。以下ＭＳＭとさせていただきますが、平成２４年度のＭＳＭの受検者

数が９３０件と推計されます。また、委託検査の受検者のうち２１．３％がＭＳＭで

あったことから、同じく１，１７５件と推計されます。したがって、２４年度の推計

値は２，１０５件でございまして、目標の２，４００件にはまだ達成していないとい

うことになります。 

 一応、実績につきましてはここまでですが、ここまでで何か御質問、御意見はござ

いますでしょうか。 

○白阪委員長  ありがとうございます。では、何か御質問はありませんでしょうか。 

 なければ、進めさせていただきます。 

○半羽課長  続きまして、３番の対策ごとの評価に移らせていただきます。 

 第２次エイズ対策基本指針では、大目標、副次目標に続きまして、それぞれの対策

というものを立てているんですが、その基本施策の柱といたしまして、正しい知識の

普及啓発、二つ目がＨＩＶ検査・相談体制の充実、３番目が保健・医療・福祉の連携

強化、４番目が人材育成及び関係団体との連携、そして５番目は上記四つの柱に対す

る施策の実施状況とその効果を評価することという五本柱を立てさせていただいてお

ります。以下、この柱に沿って御説明させていただきます。 

 まず、最初の正しい知識の普及啓発ですが、実績といたしまして、青少年向けの正

しい知識の普及啓発ということで、ホームページ、パンフレット、ポスター等の充実
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に取り組みました。２４年度は世界エイズデーに向けた青少年向けポスターを作成い

たしまして、掲示いたしました。ポスターにはＱＲコードをつけて、ＨＩＶ関連の検

査情報でありますとか、その他の情報にアクセスできるようにしてございます。平成

２４年度、２５年度は中学校・高校別の啓発雑誌を作成し、大阪市立の各学校に配布

いたしました。 

 資料の１１の表１をごらんいただきますと、教員、生徒に対する正しい知識の普及

啓発ですが、保健福祉センターでは中学校におきまして、平成２３年度は５回６４７

名、２４年度は７回９５６名に健康教育を実施しております。高等学校におきまして

は、平成２３年度は５回９２１名、２４年度は２回２５８名に健康教育を施しており

ます。 

 表２でございますが、保健所では教職員に対しまして、平成２３年度４回２１２人、

２４年度は１回９０人の健康教育を実施しております。 

 資料にはございませんが、２４年１０月よりエイズ啓発講座の講師派遣事業を起こ

しまして、保健福祉センターからの要請に応じて、保健所より講演資材の提供、技術

的支援、講師派遣を行える事業を開始し、２５年４月には大阪市立の中学校、高等学

校に学校におけるＨＩＶ感染症、性感染症教育の進め方というものを配布し、２５年

４月から６月には９校の申し込みがございました。 

 また、２５年６月に保健師を対象にした学校におけるエイズ教育という研修会を催

してございます。 

 また、新たな対象者といたしまして、これは資料１１の表２になりますが、２４年

度は専門学校生、２５年度は大学生への健康教育をそれぞれ実施しております。 

 さらに、資料１２をごらんいただきますと、大学生の正しい知識の正答率、表４と

次のページの図５を見ていただきたいんですけど、正しい知識の正答率の最も高かっ

たのは、「ＨＩＶ感染により免疫が低下すると、さまざまな感染症や悪性腫瘍（が

ん）にかかりやすくなる」というもので７８．６％の正答率でした。最も低かったの
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は、「大阪市では平成２０年以降、保健福祉センターでＨＩＶ検査を受けた人が減っ

ている」で１９．３％でした。また、８問中４問以下の正答率であった人が半数以上、

５１％を占めておりました。 

 続きまして、資料１２の表１４になります。最後のところになりますけれども、大

学生のアンケートでは、エイズ予防ポスターを６．３％、エイズのはなし高校生用を

６．２％、大阪市ホームページを４．６％の方々が見たことがあると回答しておりま

した。 

 続きまして、個別施策層向けの知識の普及啓発ですけれども、平成２４年１１月に

ＭＳＭ向けの広報紙、お手元にございます「南界堂通信」というタブロイド紙でござ

いますが、これをＭＡＳＨ大阪に委託させていただきまして、定期刊行をいたしてお

ります。 

 続きまして、福祉施設、介護事業所への正しい知識の普及啓発ですが、資料１１に

戻っていただきます。アンケート調査の資料は資料１３と１４に詳細がございますの

で、後ほどごらんください。介護事業所職員に対しましては、２３年度１３回６２８

人、２４年度５回２５４人、障がい児・者施設職員に対しては、平成２３年度１回６

５人、平成２４年度２回３９人に健康教育を施しております。 

 それから、その下ですけれども、同じ表の企業向けの正しい知識の普及啓発という

ことで、企業産業保健担当者に、２４年度１回２５人、２５年の４月から６月に１回

３２人に健康教育を施しております。 

 次は、資料がございませんが、他都市との共同エイズ予防啓発事業ですが、大阪府、

大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市でエイズ予防週間実行委員会を組織いたし

まして、エイズ予防週間講演会を開催いたしました。２４年１１月２７日にクレオ大

阪中央におきまして、「同世代に伝えたいメッセージ～ＨＩＶ／エイズ予防のために

～」というテーマで、大阪府立急性期・総合医療センター総合内科診療主任の大場雄

一郎先生とモデル・ダンスアーティスティックディレクター、ミスユニバース２００
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７の森理世さんにお越しいただきまして、御講演を頂戴しております。同じく、エイ

ズ予防週間実行委員会として街頭キャンペーンを２４年６月上旬、２４年１１月末、

２５年６月に南海難波駅周辺で行っております。 

 これに関する評価といたしましては、青少年向けの知識の普及啓発につきましては、

ポスター作成、冊子配布等、新たな取り組みを実施していきましたが、認知度が低く、

今後の推移を見ていく必要があると考えております。中学生の健康教育は、平成２３

年に比較して増えましたが、高校生、教職員への健康教育の実績は減少いたしました。

学校への直接的な働きかけは２５年度から実施しており、今後評価する必要がござい

ます。個別施策層向けの正しい知識の普及啓発については、ＭＳＭ向けの広報紙を作

成しました。正しい知識の普及の効果について、検査を受ける人たちを対象としたア

ンケート結果、これをさらに評価する必要があると考えております。それから、福祉

施設・介護事業者への正しい知識の普及啓発は、２３年度に比べ２４年度の実績が減

少しております。企業向けといたしましては、健康教育は２４年度から開始しており

ますが、受講者が限られておりまして、取り組み方についてもう少しこれから考えて

いかなければならないと考えております。他都市との共同エイズ予防啓発事業は、府

及び保健所設置市と共同した工夫が実施できました。正しい知識の普及啓発の今後の

計画といたしまして、継続した教育機関、福祉施設、企業等への普及啓発を働きかけ

ていくということを計画に盛り込みたいと思います。 

 続きまして、柱の２本目のＨＩＶ検査・相談体制の充実ですが、実績につきまして

は、先ほど申しました実績２番のとおりでございまして、保健センターでの検査数が

少し減ってきているということと、いきなりエイズの件数は少なくはなっているんで

すけれども、母数に占める割合が変化していないことから、注視する必要があるとい

うふうに思っております。 

 生涯受検経験ですが、資料１０の表３をごらんください。北区、中央区、淀川区の

３区の平均になりますが、５１．１％になっています。平成２４年８月に検査方法や
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ウインドピリオドを掲載した資料を作成いたしました。各区の受検前スペースに、受

検者が自由に閲覧できるように設置をしております。 

 それから、表６をごらんください。満足度のアンケート調査をしておりますが、こ

れにつきましては、話し方・言葉遣いについてとても満足、やや満足の両方に回答さ

れた方が９１．４％でございます。プライバシーの保護にとても不満、やや不満とし

た方は６．３％でした。正しい知識の正答率では、「コンドームが極めて有効であ

る」と回答された方、これが正解なんですけれども、これが８６．８％で最も高く、

「ＨＩＶ即日検査や郵送検査では、感染していなくても陽性（感染している）という

結果が出るということがある」と答えた方、これは間違いなんですけど、これを正し

いと答えてしまった方が４１．３％となっております。 

 続きまして、委託検査体制の整備ですけれども、検査実績は先ほど説明したとおり

でございまして、２５年４月より土曜日の検査に即日検査を導入しております。日曜

日１４時からの即日検査の受検者が最も多く、定員の上限に達しているというのが課

題です。 

 次に、ウのキャンペーン検査・相談、イベント検査・相談等の実施、これは淀川区

におきまして、平成２４年１１月３０日、金曜日の１７時３０分から１９時３０分に

イベント検査を実施し、４２名の受検者がございました。北区では、２５年６月５日、

１２日、１９日、２６日と毎週水曜日の１４時から１５時３０分に臨時検査を実施し、

４回で２０名の受検者がございました。 

 広報ですが、２５年６月にＨＩＶ検査普及週間に向けたポスターを作成し、掲示い

たしました。ポスターには大阪市の検査場所を掲載するほか、それをＱＲコードとし

て掲載しております。 

 ＨＩＶ検査を受検した人へのアンケート調査では、情報収集の方法としてインター

ネットによるものが５９．２％、これは資料がついてございませんけれども、アンケ

ートを集計いたしました結果、５９．２％がインターネットで情報収集をしていると
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いう結果が出たことと、その傾向は年代層が若くなるほど高かったという結果が出て

おります。続きまして、平成２３年１２月から２４年１２月に実施したアンケートで

は、検査を受ける前に目にした資材は、ＨＩＶ検査相談マップが、男性が２９．６％、

女性が２６．５％、大阪市のホームページが、男性が１８．９％、女性が１９％の順

で高かったということでございます。 

 続きまして、相談でございますが、これは資料１６をごらんください。まず、保健

福祉センターでの相談実績ですけれども、これはごらんのように２１年、２２年、２

３年、２４年と６，４００、５，５００、５，６００、４，８００と年々低下傾向に

ございます。 

 続きまして、その裏側の表２でございますが、平成２４年度の、これは専門相談と

いうことになりますが、まず北区と中央区の定例相談ですけれども、北区が計１９例、

中央区が１例ということで、計２０例でございます。告知時の専門相談は１４例でご

ざいます。それから、大阪市立の医療機関での相談件数は９６件ということで、計１

３０件が２４年度の相談実績でございます。 

 これらについての評価でございますが、各保健福祉センターでの体制の整備という

ことでは、受検者が減少しているというのは明らかでございます。初回受検率、満足

度、プライバシー保護については、おおむねよいという評価を頂戴しております。委

託検査体制の整備は、２４年度の検査件数は前年度より３００件ほど増加していると

いうことで、即日検査にした土曜日についても、２４年度よりふえる傾向を示してお

りまして、効果が見られるということでございます。キャンペーン検査相談、イベン

ト検査相談の実施は、淀川区と北区において実施しましたが、結果、あるいは課題や

その他の要因につきましては今後検討を重ねたいと思います。広報につきましては、

インターネットを用いた広報が有効であるとのアンケート調査結果でした。相談です

が、相談件数は、定例相談は減少しているという状況でございます。 

 今後の計画は、保健福祉センターにおける検査件数の増加のための体制について協
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議をしていくということと、キャンペーン検査の実施について、方法などについて検

討する。インターネットを用いた広報を充実させるということを計画させていただき

たいと思います。 

 続きまして、３本目の柱ですが、保健・医療・福祉の連携強化でございます。 

 地域での支援システムの構築といたしまして、２４年度に福祉施設入所事例のカン

ファレンスを医療機関、施設、保健福祉センター、保健所メンバーで開催いたしまし

た。拠点病院と連携いたしまして、地域における療養支援ケースがあれば、保健所に

相談いただくシステムは構築できましたが、該当ケースが２４年度はございませんで

した。拠点病院からは、市だけでなく、他の自治体も含めた在宅支援に向けた連携が

必要であるとの意見がございましたので、新たに保健福祉センター、区保健所、堺市

保健所などの保健所を対象とした合同研修会を府、市の主催により開催いたしまして、

福祉施設入所事例の報告を施設職員より行っていただくなど、地域支援の実用性につ

いて学ぶ機会を設けました。 

 続きまして、医療体制の整備ですが、資料１７をごらんください。エイズを発症し

てから感染を知った患者への主治医からの聞き取り調査というものを行いました。こ

の資料がその結果でございますが、まず診断時の病名ですが、ページをめくっていた

だきまして、右上の四角囲みのグラフです。診断時の病名は５５．３％がニューモシ

スティス肺炎でございました。それから、５８．３％に性感染症の既往がございまし

た。１枚戻っていただきまして、発病から初診までの期間、一番下の左側の円グラフ

ですけれども、１カ月以内が４１％ございました。 

 １枚めくっていただきまして、３ページ目の二つ目の表のところをごらんいただき

ますと、拠点病院以外でも３５．７％が他院からの紹介です。これは他院からの紹介

の有無を調査しておりますが、有りのところで、病院からと診療所からで、それぞれ

２１．４％、１４．３％で合わせまして３５．７％の方が紹介を受けて受診をしたと

いうことでございます。その際に配布している資料といたしまして、たんぽぽの配布
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をしてくださったのが２件ございました。「たんぽぽ」は、保健所が出している資材

でございます。 

 続きまして、同じ聞き取り結果から、同じページの四つ目の表です。エイズ治療を

行っていますかという聞き取りでは、拠点病院以外でエイズ診療を行っているのは１

医療機関で、拠点病院では１施設が逆にエイズ治療を行っておりませんでした。その

次の、ＨＩＶ感染症の一般診療を行っているかという質問に対しましては、約半数が

行っているというふうに回答してくださっております。 

 評価といたしまして、地域での支援システムの構築に関しましては、新たなケース

は今回ございませんでしたが、施設入所、地域療養支援の構築に向けた基盤整備は行

えたと思っております。医療体制の整備につきましては、拠点病院以外の病院ではカ

ウンセラー派遣や資材の「たんぽぽ」が活用されていないという現状がございました。

それから、発見に１カ月以上かかっているというケースがかなりありました。ＨＩＶ

陽性者の一般診療についても、半数近くがやってくださっているわけなんですけれど

も、これもさらに拡大していく必要があるというふうに考えておりまして、今後の計

画としては、引き続き地域療養支援システム構築に向けて事例を蓄積していくこと。

拠点病院以外の病院では、一般の診療の促進やカウンセラー派遣制度、たんぽぽの活

用について周知を行っていくことを促進していくこと、医療機関への情報提供にさら

に取り組みたいと思っております。それから、早期発見のために呼吸器診療科や性感

染症診療科への重点的な情報提供を今後も行っていく必要があると考えました。 

 続きまして、柱の４本目の人材育成及び関係団体との連携ですが、実績につきまし

て、人材育成では、平成２４年度、２５年度は保健福祉センターの保健師研修では医

師にも参加を呼びかけ、ＮＰＯのＣＨＡＲＭやＭＡＳＨ大阪の御協力を得ながら、模

擬体験を実施するなど工夫を凝らして研修を行っております。平成２４年度は、個別

施策層に対する保健師の理解を深め、効果的な普及啓発について学ぶことを目的とい

たしまして、青少年、ＭＳＭ、コマーシャルセックスワーカー（ＣＳＷ）につきまし
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て、ＮＰＯ法人ＨＩＶと人権情報センター、ＭＡＳＨ大阪、ＳＷＡＳＨ、ＣＨＡＲＭ

等の御協力を得て勉強会を開催いたしました。それから、厚生労働省の科学研究費補

助金エイズ対策研究事業により実施された、医師を対象とした研修会「見落とされや

すいＨＩＶ感染症～早期診断のために」を厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究

事業分担研究者大阪府立大学の山中教授が主催して、大阪府医師会、大阪府とともに

共催させていただきました。障害者福祉施設連絡協議会、地域包括支援センター職員

への研修会の開催なども引き続き行っていっております。養護教諭や養護職員を対象

とした研修会も、定例的に開催させていただいております。 

 関係団体との連携につきましては、平成２４年度は中央区保健福祉センターにおい

て、区役所保健師とエイズ専門相談員との意見交換会を開催いたしました。２４年度

には、エイズ専門相談の課題共有を図るため、検査実施区及び保健所職員で会議を開

催いたしました。淀川区、北区のイベント検査の実施に当たっては、ＭＡＳＨ大阪の

協力を得て周知に取り組みました。 

 評価といたしましては、おおむね計画どおりに実施できましたが、これを継続して

実施していく必要があるというふうに認識しております。今後の計画といたしまして、

大阪市職員、医療職、福祉職員、教員については、さらに対象者を拡大して、継続的

に人材育成に取り組んでまいりたいと思っております。関係機関との連携を一層強化

していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○白阪委員長  ありがとうございました。 

 今の御説明に対して、何か御意見や御質問はございませんでしょうか。かなりボリ

ュームがありますので、それをこの場で全部するのは大変かもしれませんが、気にな

られたこと、何でも結構ですので。 

○青木委員  ちょっと確認なんですが、資料１７の拠点病院以外の医療機関、１１

医療機関というのは、これは総合病院なんでしょうか。それとも、診療所とかまで入
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っているんでしょうか。 

○松本副主幹  診療所は１カ所だけで、あとは総合的な病院です。 

○青木委員  この中で１施設がＨＩＶの診療を行っているということですね。 

○松本副主幹  そうです。はい。 

○青木委員  じゃあ、あとの１０は行っていない。それの理由、どうして行わない

のかという理由がかっこの中に書いてあるような意見が出たということですね。 

○白阪委員長  ほかにございませんか。 

○鬼塚委員  その下の一般診療という言葉の意味は、ＨＩＶ感染症の一般診療の中

身というのは、具体的に言うと。 

○白阪委員長  御質問になった意図というか、それを御説明いただいたほうがいい

でしょうね。 

○松本副主幹  高血圧であるとか、風邪をひいたとか、そういったことの、ＨＩＶ

以外の疾患に対する治療を、私はＨＩＶ陽性者ですが診療していただけますかと聞か

れた場合に診療をするかどうかということをお尋ねしました。 

○白阪委員長  ほかはございませんか。 

 今、医療のほうから話が出ていますが、資料３の５ページ、（３）のお話をいただ

いているんだと思いますが、アの二つ目のポチですけど、これは療養支援ケース、そ

ういうふうなシステムは構築いただいたということで、非常に心強く思いますが、該

当ケースがなかったというのは、問い合わせがなかったのか、検討された結果、該当

しないという判断で該当ケースがないのか、いずれでしょうか。 

○松本副主幹  年齢が、今回は割と若い方が多くて、施設入居というようなパター

ンにならなかった。もしくは、介護保険の訪問看護とか、そういったことで拠点病院

さんのソーシャルワーカーさんがきちんと紹介してくださって、こちらの相談対象と

はならなかったというような事例になっています。 

○白阪委員長  ということは、そういうふうな御相談は幾つかあったんだけれども、
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非常に若いとか、施設の受け入れには該当しにくいとか、そういう諸般の事情で、結

果的には該当しなかったという意味ですね。だけど、そういう方々も多分ニーズがあ

るんだということは把握していただいているということでよろしいでしょうか。 

○半羽課長  そうしましたら、例えば年齢であるとか、どういう状況、バックグラ

ウンドがどういったものであるとか、そういうところを今後集計して、御紹介すると

いう形にしていただくと助かります。 

○白阪委員長 ほかにございませんか。 

○茂松委員  全体を通じてですけど、委託検査はある程度伸びたけれども、ほかの

検査は伸びていない。相談事業もできていない。それから、指導に関しても件数が減

っている。かなり縮小ではないのかなというふうに捉えられるんですが、どういうふ

うに評価されますか。それと、数自体がちょっと減っているというのがね、やっぱり

全体としての受検者数自体がふえていなければ、そんなに見つかることもないという

こともあると思うんですが、この辺はいかがでしょうか。 

○白阪委員長  これは評価にもつながりますが、その辺はいかがでしょうか。 

○半羽課長  非常に難しい御質問だと思うんですけれども、例えば名古屋市立大学

の市川先生の御研究とかですと、個別施策層への介入をすることによって、実際に受

検者数が伸びたかどうか、ＨＩＶ感染者数が増えているか、減っているかというよう

な研究をなさったところ、数年前ですと、ここまで伸びるだろうという見積もりに対

して、東京と名古屋と大阪、３地域で行われまして、中部圏と近畿圏は予想よりも高

い伸びを示しました。ということは、介入すると、要するに広報を打つとか、そうい

ったことをすると、検査を受検しにくる方がふえるという傾向を示すということが考

察として出ているんですけれども、逆に関東甲信越、東京地域におきましては、見積

もりよりも下がったという状況がございまして、これは逆に啓発が十分に浸透してい

ることによって、検査を受ける方といいますか、ＨＩＶに実際にかかる方が減ったの

ではないかという考察が一部出ております。まだ最終結論として出てきているわけで
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はないので、この傾向が本当の傾向なのかどうかということについては、市川先生も

まだ断言されておられないようですけれども、一定の意味を持つデータではないかな

というふうに私たちも注視しておりまして、今後も引き続き、情報提供や啓発につい

ては積極的に行っていく必要があるかと思います。 

 一方、大阪市におきましては、受検者数がもちろん減ってはきているんですけれど

も、この３年間の傾向かもわかりませんけども、いきなりエイズが、２年連続で横ば

いだったものが、去年になって急に３０件に減ったという状況が、これが本来の姿な

のかどうか、一時的な状況なのかどうかというものは、もう少し時間をかけて見てい

きたいというふうに考えています。 

○鬼塚委員  その件について、私も疫学の専門家ではありませんので、同じ名古屋

市大の塩野先生とこの件についてお話ししたんです。かなり急激に減少しているとい

うことについて、どう考えるかということをお聞きしたんですけれども、つい最近で

す。彼の考えとしては、可能性として、現実に減っている可能性はあるんだけれども、

ただ現実に減る場合には、疫学のパターンでいうと、まず患者さんが発症して見つか

る数が横ばいのうちに、感染者として見つかる数がむしろ上昇する。上昇していって

からというパターンがあると。そしてそれが減少に転じれば、それは恐らく全体とし

て現実に減少しているのではないか。ただ、今回の場合は両方とも減少していますの

で、両方減少しているということは、実際に感染している人が受けていない可能性も

あるわけですね。それを否定できないのではないかと。その両方の可能性があるので

はないかと。ですから、もう少し、判断は今のところは保留ということにしておかな

いとまずいのではないか。つまり、二つのカーブの組み合わせの動向というか、こう

いってこういかないと、患者の数は横ばいで、感染者のほうが一旦上昇して下がると

いうようなパターンがあれば、はっきり言えるんだけれども、そういうようなお話で

した。大阪市のほうに疫学の方がいらっしゃるかと思うんですけれども。 

○白阪委員長  お二人の委員の御意見をまとめましたら、いずれにせよ、検査数が
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減っているのは、ちょっと納得しにくいということですね。感染者の数は、少なくと

もまだしばらくふえるはずであるのに、それが落ちているということは、検査数が減

っていることと考え合わせると、検査が十分行えていない可能性があるという御指摘

かと思います。 

○鬼塚委員  検査数の全体像というよりは、むしろ検査を受けるべき人ですね。今

の段階ですと、恐らくＭＳＭがほとんどだろうと思いますけど、ＭＳＭのところに検

査が届いているかどうかというところにちょっと疑いがあるというか、そういうこと

ですね。 

○白阪委員長  例えば、資料１８のところを見ますと、スマートらいふネットさん

のほうで、日曜日はやっぱりお断りをしているということですね。ただ、市民の方も、

市民かどうかわかりませんが、受けたいという方も受けずに帰っておられるという実

態はやはり軽視できないんじゃないかなというふうにお考えですね。 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

○青木委員  資料３の１ページの下のほうなんですけど、ＨＩＶ陽性率のことで、

男性の数字を出してくださっていますけれども、保健センターの平成２３年と２４年

の陽性率の平均は１．０２％というふうに思いますが、ｃｈｏｔＣＡＳＴの平成２３

年と２４年の平均は０．７％となっていますが、この陽性率は、ｃｈｏｔＣＡＳＴは

数は多いんですが、むしろ陽性率という意味では低い、保健センター以上に低くなっ

ているというふうに読めますけれども、鬼塚さんの言われたことに関連して、必要な

人が検査に行けているのかということについて、この陽性率についてはどのように見

ていらっしゃるのかということをお聞きしたいんですけれども。 

○白阪委員長  資料でいくと、資料８と９でしょうか。 

○半羽課長  資料の１０をごらんください。表の４番ですが、先ほど御紹介いたし

ましたけれども、ＭＳＭの受検者割合になりますが、これが答えの全てかどうかはわ

かりませんけれども、アンケート調査の結果で見ますと、やや３区のほうがＭＳＭの
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受検者数が高いということになって、３区のＭＳＭの受検者数の割合が、人数でいう

とｃｈｏｔＣＡＳＴのほうが１，１７５名と多くて、３区を足しても９３０人なので、

数は違うんですけど、陽性者数は率に反映するので、それが微妙ですが影響している

可能性はあります。若干、傾向としては、区のほうがＭＳＭが受診してくる率が高い

ということです。 

○白阪委員長  ということは、検査体制はまだ課題が残っているということでしょ

うか。 

○半羽課長  一応、受検していただきたい方が受検できているかということであれ

ば、保健福祉センターのほうが、アウトリーチは、若干ですけれども、しっかりかか

っていると。ｃｈｏｔＣＡＳＴのほうが広く検査を受け入れておられるという、そう

いう図式になるのかなという。 

○鬼塚委員  今のに関連してですけども、４ページの２番のウのところですね。淀

川区と北区で新しい仕組みをつくられているんですけども、淀川は確か陽性者がお一

人だったですね。北区のほうはいかがですか。 

○松本副主幹  出ておりません。 

○鬼塚委員  これが物語るものは、やはり時間の問題かなと思うんです。時間帯が

大きいのかなと思うんですね。１日で４２名、しかも陽性者がお一人ということは、

かなり効率のいい検査になっているということだと思うんですね。これが物語ってい

ることをしっかり継続していただきたいというふうに私は思っています。 

○白阪委員長  ありがとうございます。青木委員、追加で。 

○青木委員  現在、時間外、土曜日、日曜日、夜に受けられるところは、ｃｈｏｔ

ＣＡＳＴ１カ所ということなんですけれども、そこがＭＳＭとか、検査を必要として

いる人をあまり受け入れられていないということがもしあるとしたら、やはり積極的

にＭＳＭの人たちが行きやすいところとかを、ｃｈｏｔＣＡＳＴとは別のところに検

査会場をつくるとか、そういうことの検討というのは考えておられるのでしょうか。 
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○半羽課長  必要性は非常にわかっているんですけど、今のところ、可能性として

考えられますのは、イベントのような形でどこか場所を使わせていただいて、そうい

う時間帯、そういう曜日ですとか、そういったときに行う。方法としては、即日検査

を導入するという。幸いにも即日検査ができる体制は、今年度から検査キットが変わ

りましたので、即日検査にも対応できるという状況なんですけれども、今ちょっと実

験的に即日検査に向けてのノウハウ構築を始めたところでございます。今おっしゃっ

た御質問に対しての検討としては、場所の検討であるとか、時間帯の検討、曜日の検

討というのは、まだ具体には着手できておりませんけれども、必要性はわかっており

ます。 

○鬼塚委員  先ほどの話の続きですけど、北区でもし５時半からとか、そういうふ

うな時間でやられたら、この数字は全然違ったものになるだろうと思うんですね。ど

っちかというと、北区は大阪の一番大きなゲイタウンからちょうどいい距離というか、

近過ぎず、離れ過ぎずというか、歩いていける距離にはありますので、そういう意味

で理想的な場所だと思うんです。そこでの時間帯、これだけ淀川区で実績が出たので、

ぜひ北区のほうでも検討していただきたいというのが一つですね。 

 それから、もう一つ、今、即日検査のことをおっしゃいましたけど、これも名古屋

市大の塩野先生の意見なんですけれども、本当にリスクを感じている人は、必ずしも

即日ではなくて、即日は疑似陽性が出る場合がありますので、もう一度、確認検査が

必要ですよね。ですから、必ずしもそちらに行くとは限らない、そういうふうな御意

見も。 

○半羽課長  間違う可能性があるということですね。 

○鬼塚委員  間違うというか。 

○半羽課長  広く当たり過ぎる。 

○鬼塚委員  だから、即日が万能ではないということですね。リスクが高い方はむ

しろ、数値は出ていないと思いますけれども、ふつうの検査のほうに行きやすいとい
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う可能性があるということです。そのこともちょっと触れておきたいと思います。 

○茂松委員  以前、確かキャンペーン検査、イベント検査のところで、保健福祉セ

ンターが時間帯を遅くにしてやるという、これを検討するという意見が出ていたと思

うんですけども、きょう、また同じことを聞いているので、どうなっているのかなと。 

○半羽課長  遅々として進まなくて申しわけございませんが、とりあえず、保健福

祉センターで、例えば遅い時間に即日でありますとか、一般検査でもいいんですけれ

ども、検査をやるという形にしようと思います。まず、それに対するノウハウをつく

らないといけないということで、そこが保健所そのものでやったことがないというの

がございます。大分前に一度やった経験があるらしいんですが、そのときは即日では

なかったということで、今はそちらに向けてマニュアルづくりとか、そういったこと

を企画いたしまして、計画中でございます。 

 まず、保健所がノウハウをつくった上で、保健福祉センターに次はお願いしにいく

という形になろうかと思うんですけれども、庁舎管理の問題とか、そういったことを

解決して、いけるという状況になりましたら導入させていただきたいと思っておりま

す。 

○茂松委員  それと、細かいことなんですが、資料３の３ページのところで、１１

月２７日にやられていますよね、エイズ予防週間。これは何名ぐらい出ておられるん

ですか。 

○松本副主幹  １３７名の出席がございました。 

○茂松委員  勉強会、研修会もされたと言われていましたね。ドクターを呼んでと

か。 

○半羽課長  これは例年、保健師研修として行っておるものでございまして、本年

は総合医療センターの白野先生と北区保健医療監の吉村先生に講師としてお越しいた

だきました。 

○茂松委員  ドクターは何人ぐらい出席したんですか。 
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○半羽課長  ドクターは、一応新任のドクターを中心に、保健所に勤めているドク

ターを対象とした習熟プログラムとしてやっておりますので、最大が３０名ほどでご

ざいます。ですので、それ以下という。 

○茂松委員  実は、大阪府医師会としましては、委託を受けて、人材育成としてか

かりつけ医とか、全部にそういう研修会をやっているのが、昨年から委託が全くなく

なっていて、我々独自で開こうとはしているんですけど、開いているんですけど、そ

ういう協力が全然ないのに人材育成をしようとか書いてあるのが、どうも筋が違うな

という気はしているんですけれども。それは、いかがに考えておられますか。恐らく、

かかりつけ医が見ていくということが非常に多くございまして、そこを周知させるの

に、やっぱり研修会を何遍も何遍もやっていかないと、なかなか結果が出てこないと

いうのがあるんですね。だから、その部分が今は完全に削られてしまっているなとい

うふうに思っているんですけども。我々ではそういうふうにはやっていきますけども、

行政側にそういう責務はあると思うんですけど、その辺は全然ないなというふうに感

じているんですけど。 

○半羽課長  この点については、大阪府医師会の御協力なくしてはなかなか前に進

まないという部分ではあろうというふうに私たちも考えております。その点につきま

して、研修に関してのあり方というものにつきましては、健康局といたしましても検

討を重ねてまいっておるところでございますので、ここで私の見解としては差し控え

させていただきますけれども、今後とも検討はさせていただきたいと思います。 

○茂松委員  それと、学校への教育に関しましても、ツールを作って準備はしてい

るんですけど、全然お声もかからないと。だから、独自に学校と１対１で話をしなが

ら入り込んでいくという形なので、やっぱりその辺は学校から直接、１年に何十件と

いうお話をいただければ、医師会としては働く予定はしておりますので、準備ばっか

りしていて、ちっとも動かないとえらい怒られているんです、現場から。 

○白阪委員長  その教育の話はちょっと後でさせていただきまして、あと一つ気に
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なっておりますのは、資料１８のＭＡＳＨ大阪さんの御発言の中で、これは議事録で

すかね。国のコミュニティセンター事業費については平成２７年度以降未定であると

書いていただいているんですが、コミュニティセンターというのはｃｈｏｔＣＡＳＴ 

なんばとｄｉｓｔａの両方が入るんですね。 

○半羽課長  はい。 

○白阪委員長  それらが、例えば最悪の場合、国から全く出ないとなった場合、両

方のセンターを閉じないといけないということも起こり得る可能性がございますので、

そうなると今日議論していることの大半が崩れてしまいかねない状況ですので、非常

に由々しき事態だという認識はしていただくことが必要かなと思います。何か追加情

報とかございませんですね。また、そういう情報が入ったらお願いします。 

○青木委員  資料３の１ページなんですけど、下のほうに保健センターでのＨＩＶ

検査の数が減ったのは、妊婦健診が公費で行われるようになって、２万４，３９０件

が保健センターに来ないで、恐らく婦人科で検査をしているからだということが書か

れているかと思うんですが、一方で妊婦健診というのは非常に疑陽性の割合が高い、

そういう結果を受け取ると、大変な問題になることもあり得るんですけれども、疑陽

性が出たときの対応の方法とか、そういうことに対しての婦人科への情報の周知とか、

そういうのは保健所でされているんでしょうか。 

○白阪委員長  資料７を見ますと、異常ありはゼロ件となっているので。青木委員

の御質問は、そういう御指導をされているかという。 

○半羽課長  各区の保健福祉センターでの、定例相談という形で受けているんです

が、現実には相談件数としては挙がってきていない、実績ベースではないです。常設

相談というので受けるんですけど、そこでこの件について心配ということで相談があ

ったというのは少ないということです。 

○白阪委員長  これは婦人科医会とか、そういうところで相談なさっているんでし

ょうね。 
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○茂松委員  婦人科医会では相談されていると思います。 

○青木委員  個人の相談より前に、婦人科の先生たちが疑陽性のことをきちっと理

解して、確認検査が必要なんだということの知識とかを、婦人科医会なり、保健所な

りがフォローしてくださっているんでしょうかという質問なんですけど。 

○半羽課長  そこのところはまだちょっと。 

○白阪委員長  確認していただきたいと思います。 

 ありがとうございます。外はいかがでしょうか。まだ話があまり出ていない、先ほ

どの教育について、１になるんでしょうか、正しい知識の普及啓発、これについて何

か御意見、御質問はありませんか。先ほど、医師会のほうで教育の準備をされている

んだけど、なかなか声がかからないと。 

○鬼塚委員  中学、高校での性教育の重要性、毎回ここで申し上げていますけど、

やはり言わないわけにはいかないというふうに思っておりますので。一つ気になる数

字、数字というほどのことはないかもしれませんが、傾向として、これは市川先生の

最後の１月の研究会のときに、国立の多田先生ですか、感染研の多田先生の研究発表

があって、そこでＭＳＭの２０代の感染者は増加傾向にあるというふうなことをおっ

しゃったんですね。全国のデータをいろいろ捜査してみると、若年層のＭＳＭは増加

傾向にあるというふうに、それは何を物語っているかというと、３０年代以降は比較

的、２０代に比べると比較的、全国にあるＭＳＭ向けの予防啓発センターの情報に比

較的暴露しているというか、ですけれども、２０代はどうも少し不足している。それ

はいろんな要因が、背景が考えられます。エイズという病の位置づけが少しずつ社会

の中で変化してきているということが多分あるのかなと思いますけど、そうすると今

後、大阪のデータでも検査を受ける人、相談の件数も確か減少傾向でしたよね。そう

いうこともあって、今後２０代、もしくはもう少し若い１０代のＭＳＭの感染が増え

る可能性があると、そういう状況がありますので、やはり性教育というか、中学、高

校での予防教育の重要性というのは、むしろ拡大しているんじゃないか。重要性自体
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は拡大しているんじゃないかということを感じています。そういうことをここで共有

しておきたいし、中学、高校での教育というのは、いろいろ難しい問題はあるかもし

れませんけど、重要だということはやはり言わざるを得ないと思います。 

○半羽課長  今日、教育委員会からもお越しですけど、教育実施要項の中には、中

学生に対する性教育といたしましては、性病予防という形でのコンドームの使用とい

うのが先に出てきています。避妊という形でのコンドームの使用というのは、そこで

は語られていないという状況なので、高校生に対するコンドームの使用というのは、

初めて避妊という形で出てくるという形で、コンドームの使用については中学生にも

教えてよいことになっているということですので、そこは本当はリンクできるはずな

んですけれども、現場のセンスといたしまして、なかなかそこが結びつかないという

ところが、ちょっとできていないというのが私たちの実感です。 

○鬼塚委員  法的な枠組みとしては、中学校でセクシャルヘルスは行えるはずであ

るということなんですね。リプロダクトヘルスは高校以降だけれどもということなん

ですね。 

○白阪委員長  学年によっては、集団指導はできなくて、個別指導だという話も聞

いたことがありますので、学年によって成長段階に応じたというのがあるのかなと思

うんですけど。 

 もう一つは、なかなかまだ話題になっていないセクシャリティについての教育とい

いますか、それはもっとハードルが高いと聞いていまして、だから極端な話、ゲイの

お子さんがおられて、性感染症はヘテロのものだと、異性間の人だけのもので、まさ

か同性愛でそういう性感染症があるなんて思っていなかったと、学校でそういう話を

聞いたことがないからみたいなことを言われたゲイの子供がいると。ずい分前の話で

すから、今はそうではないかもしれませんけど、そういうセクシャリティについての

配慮というんですか、それをズバッとお教えするのはなかなか難しいことですね。だ

けど、そういう配慮はどこかでしていただく必要はある。そうしないと、ゲイの子が
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いつまでも、学校に行けても行っている気がしないみたいなこともあるのかもしれな

い、そんな気はいたします。 

○鬼塚委員  あるいは、情報からそういうふうに遮断されるという状況は作っては

いけないですね。 

○松本副主幹  今、追加でお手元に昨年から作らせていただいております、中学生

版と高校生版のエイズのはなしということで、発達段階とか学習指導の過程において

使える冊子ということで、１学年分全員に渡る数だけ市内の中学校、高校に配らせて

いただいております。 

○白阪委員長  なかなか難しいんですが、これはぱっと見ると、男の子と女の子と

いうイメージが伝わっているような気がしないでもないんですけど、どうでしょうか。 

○鬼塚委員  しかしですね、アイデンティティに絡むことですので、いじめを誘発

する可能性も出てきたりしますので、そこは本当に。地域のいろんなセクターが共同

して教材的なものを開発するとか、そういうふうな仕組みができたらなというふうに

は思っています。 

○白阪委員長  外にございませんでしょうか。２ページのホームページ、パンフレ

ット、ポスター等の充実の中で、ホームページを大阪市も非常に、保健所のいいホー

ムページを作っておられると思うんですが、そこでエイズのことを、今いろいろとお

話が出ているような知識についてもより充実させていただくのが大事だと。みんなが

一番信頼できるところになりますので。これ、正答率が案外低いですね。大学生とか、

ちょっと驚きました。 

○青木委員  そこに貼ってあるポスターですけど、左側のものは学校とかに貼って

いるんですか。中高生向けなんですか。 

○松本副主幹  小学校から貼っています。 

○青木委員  初めから恥ずかしがらずにという言葉を載せたことは意図というのは

どうなんでしょうか。というのは、小学生は別に恥ずかしいこととは思っていない場
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合もありますよね。大人の情報が入るまでは恥ずかしいと思っていないことに対して、

大人の観念をしているということが、何か性教育のイメージが初めから恥ずかしいも

のなんだということを逆に植えつけるようになっていないだろうかとちょっと気にな

って。 

○松本副主幹  御意見として承りたいと思います。 

○茂松委員  もう一つ、これなんですけどね、前も思ったんですけど、配るだけで

は絶対にだめだと思うんですよね。ここまで書いてあるんだったら、やっぱり何か勉

強会、集団的に研修でも、やっぱりきちっと言葉で話をしてあげるということが重要

ではないかなと思うんですよね。 

○半羽課長  はい、大事な御指摘だと思います。 

○白阪委員長  ほかに何かございませんでしょうか。 

 あとは、話題がなかったことはございませんでしょうか。 

○半羽課長  養護教諭さんとか保健主事の先生方とかにも性感染症、あるいはＨＩ

Ｖ、エイズの研修会というのを定例的に、１年に一度程度開催させていただいている

んですけれども、ここ数年来は、先ほども話題に上りましたセクシャルマイノリティ

のお話、これを前段に持ってくるように必ずさせていただいておりますので、宝塚大

学の日高先生に講師に来ていただきましたり、先生からいただいた資材を用いて、私

どもがセクシャルマイノリティについて考えてみようというところから、要するに、

これは保健所の仕事かどうかというのからいうと、ちょっと離れるかもわからないで

すけど、人権教育的なところを先に保健の先生方に意識をしていただいて、その上で

性感染症、ＨＩＶ感染症の話をしてくださいという、そういう組み立てにしてくださ

るように取り組んでおります。 

○白阪委員長  そうしたら、今のところはよろしいですか。 

 じゃあ、次は３番ですかね。お願いします。 

○青木委員  保健・医療・福祉の連携のところなんですけれども、５ページの下の
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ところで、ＨＩＶ陽性者の一般診療については、拠点病院以外では約半数が行ってい

ると回答しているということなんですが、この一般診療というのは、先ほどの御説明

のとおり、ＨＩＶの診療ではなくて、風邪だとか、高血圧だとかということですね。

そうすると、ここの計画として目指しているのは、ＨＩＶ診療ができる医療機関を地

域でもう少し広げていければということを目指しているんですかね。 

○半羽課長  第一段階といたしましては、現在、非常にブロック拠点病院と中核拠

点病院の大阪医療センターと大阪市立総合医療センターに患者が集中しているという

現実はあるんですが、そこから地域に患者さんを返していくということを、第一に取

り組んでいっております。その点で、地域の医療機関さんの不安というか、最初は疾

患そのものに対する不安という漠然たるものがあろうかと思いますけど、それを払拭

することですね。続いては、プロとしての医療従事者として、スタンダードプリコー

ションができていれば、ＨＩＶ、エイズの方に施す通常の、一般診療ですね、先ほど

言いました風邪の診療であるとか、高血圧の診療であるとか、そういったことをする

ことは何ら問題がないであろうということを浸透させたいというのが目標でございま

す。 

 地域でエイズの初療をやっていただいくとか、継続診療をやっていただくとか、そ

ういったのはまた次の段階、また別の目的という、そういうふうに位置づけておりま

す。ここの部分に関しましては、地域医療という形でそういうことの垣根をできるだ

け低くしていくということで取り組んでいくという、そういうことです。 

○青木委員  ブロック拠点と限られた拠点病院が非常に集中しているという現象が

今はあると思うんですけど、その負担を減らしていくためには、外の拠点病院も診療

がもっとできるようにすることと、一般病院の中でＨＩＶの診療をしようと思う病院

が増えることと、おっしゃったように、ＨＩＶ以外の疾患を見ていける医療機関が増

えることという、何段階かの課題が必要かなと思うんですけど、できましたら、そう

いう診療体制を強化するための４カ年計画のようなものを立てていただいて、それぞ
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れのレベルでどういうことをやっていくことが目標なのかというのが明らかになると、

それが例えば来年になったときに、どこまでのことができているのかというのが少し

議論ができるかなというか、または府の医師会からの協力とかが明確になるかなとい

うふうに思うので。 

○半羽課長  それは重々、我々も課題だというふうに感じておりまして、大阪市だ

けでなし遂げられることではございませんので、都道府県、国という形に、もちろん

大阪府医師会さんのお力添えもいただきながら構築していくべきことということで、

取り組みをさせていただきたいと思います。 

○茂松委員  実は、今意見が出たのは非常に重要なことなんですね。患者さんが見

つかって、急性期のときは専門のところで治療をしていただいて、落ちついたらまた

返していただいて、それが普段の診療所でも診られるような形にしたいというふうに

考えています。そうでないと、やっぱり集中してしまっているんですね。そこが、ど

うも病院が回らないということなので、慢性の患者さんを返せるかかりつけ医を作り

たい、それが研修の目的なんです。それを大阪市さんや大阪府さんは全部切りはるん

です。補助金も全部カットされる、自分らでせいという。これは責務の問題ですよね。

だから、僕らはやろうとはしていますけどね、そこの問題をもっと強く言っていただ

きたいと思います。それは全部カットされてしまうんです。 

○白阪委員長  精神論だけではできませんので、やはり具体的に対策が必要だと。

私どもも医療の現場でいろいろさせていただいておりますが、本当に今お話のあった

ことは痛いほどわかりますので。 

○茂松委員  それで、僕らはアンケートをとったんですが、確か５０％を超えて診

るという意識はみんな持っているんですよ。僕らの中のアンケートでは。事務局、そ

うですよね、ありましたね。やる気は十分持っていますのでね。 

○白阪委員長  外にございませんか。 

 そうしたら、対策ごとの評価の４、人材育成と関係団体との連携というのは、何か
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ございますか。 

○青木委員  医療体制のことでもう一つなんですけど、拠点病院以外へのカウンセ

ラーの派遣はゼロ件だったということなんですけど、それはそうだろうと思うんです

が、これを拠点病院以外の病院にカウンセラーを派遣していくというための準備とい

うか、体制構築に向けて、どのような準備を今されているのか。または、考えておら

れるのか。 

○松本副主幹  病院への派遣につきましては、大阪府の事業になっておりまして、

大阪市は市民病院系列ですね、十三市民病院とか、住吉とかいったところにはうちか

ら派遣をさせていただくということになっております。 

○青木委員  大阪市の責任の範囲ではない。 

○半羽課長  今の御質問に対するお答えとしては、ちょっと立場が違うというだけ

の話ではなくて、診療の中身とニーズが一致していないという現状があるので。要す

るに、感染不安を持ち込まれていないんですね、医療機関に。カウンセラーにつなご

うかというニーズがそこで生じていないので要らないという、そういう状況ですので、

先ほどおっしゃった拠点病院以外でＨＩＶ患者さんを診るという、どの水準で診てお

られるかという、今、我々が聴取できた段階では、患者さんを発見するところで終わ

ってるんですね。カウンセラーの件については、専門医療機関に行ったところで受け

なさいという形の指導になってしまっているので、自分のところでカウンセリングま

でして、専門医療機関へつなぐという、そういう動線になっていないという状況にな

っています。ですので、そこら辺はちょっと工夫の余地があるのかなというのと、医

療機関自身が検査で陽性になられた方、あるいは検査を疑う方、疾患を疑う方、その

方に対してどの時点でカウンセリングを入れるのかとか、どういった形で医療を進め

るのかということのコンセンサスが十分に医療機関の中でできていないということが

あって、カウンセリングにつながっていないというのが一つの要因だと思います。 

○松本副主幹  今回、インタビュー調査を通じまして、こういう制度がありますと
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いうことで、個別に周知をさせていただくということをやっておりますし、陽性が出

たところにつきましては、別途パンフレット等を郵送でお送りするようにさせていた

だいております。 

○茂松委員  全然システムができていないんですよね、その辺の、今言われた説明

のことが。だから、そういうことも研修会の内容なんです。全然そういうことがない

ので、診てもわかっていない先生も結構おられますから。やっぱり、毎回毎回、研修

会でこれでもか、これでもかぐらい言っていかないと、絶対に結果というのは出てこ

ないと思います。 

○白阪委員長  多分、かかりつけ医の先生で診ておられる方が、ＨＩＶであるとい

うことがもし出たときのことを考えると、そういう先生方に日ごろからそういう知識

がないと、例えば非常に困って、カウンセラーにつなぐシステムがあるのかどうか、

そういう周知も含めたお話が必要かと思います。 

○白阪委員長  外にございませんか。（３）のところはそれぐらいでよろしいでし

ょうか。 

 では、次は（４）人材育成及び関係団体との連携ですが、何か御質問等ありません

でしょうか。また、後で何かあったらお知らせください。 

 対策ごとの評価の中で、（５）はあえて項目が書いてないのは、もう既に含まれて

いる、施策の実施状況とその効果というのは、もう含まれているということでしょう

か。 

○半羽課長  測定可能指標があるものについては、各項目の中で一緒にしておりま

すので、あえてここでは出ておりません。 

○白阪委員長  では、今の対策ごとの評価、全体を通じて何かございませんか。ど

この項目でもよろしいですので。 

○鬼塚委員  先ほど白阪先生に指摘していただいた、２０１６年問題といいましょ

うか、ＭＳＭ向けの国の事業費、センターを維持していく予算が２０１６年以降は白
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紙であると。この言い分は、中間支援的といいましょうか、そういった事業を国が担

う時代ではないというふうな、ちょっと曖昧な表現ですけれども、それで白紙だとお

考えくださいというふうな言い方なんですね。だから、まだはっきりとどうなるかと、

はっきりと言われているわけではありませんけれども、その事業費が全くゼロになる

可能性もあるんですね。そういう事態、２０１６年問題というふうに私たちは呼んで

いるんですけれども、これについては市や府の方とも少しお話を始めてはいるんです

けれども、やはり事業の中核はコミュニティセンターの場所の維持費と人件費です。

この二つなんです。この二つは、地方自治体が担う品目としては非常に難しいという

ことは、もう重々承知しておりますし、現時点での策は、私たちも厚労省に要求して

いきますけれども、地方自治体のほうでもやはり必要性、市と府が肩がわりできれば、

国はそういうふうに言っているわけですよね。肩がわりしてほしいというようなこと

をにじませているんですけれども、それが可能であればいいんですけど、不可能であ

れば、やはりこの事業の必要性というものにかんがみて、厚労省に府や市からもぜひ

要求をして、事業費の継続ということを要求していただきたいというふうに私たちは

考えています。 

 なぜかと言いますと、やはり公衆衛生という事業は、民間で担うということは無理

があるだろうというふうに思います。公衆衛生に関して、民間ということは企業か、

そういったもの、ＮＧＯ、ＮＰＯ、その二つのセクターですけれども、二つのセクタ

ーだけで担うというふうな風土は、少なくとも日本にはない。日本だけじゃなくて、

恐らく多くの国、ヨーロッパやオーストラリア、そういった国も含めて、そういった

国にはない。アメリカには多少あります。アメリカのＮＰＯの半分は自前の、寄附や

イベント収益とか、そういったところから維持費、事業費を捻出していますけれども、

少なくとも日本にはそういうふうな風土はありませんし、国もしくは自治体が中心に

なってやっていく事業であるというふうな通念がやはり国民の間に浸透しているだろ

うということです。それを一気に覆して、民間の寄附とか、あるいは広告費というふ
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うなビジネスですよね、企業化してというやり方ももちろん可能性はありますけれど

も、そういったことを一気にシフトチェンジすることは非常に難しい文化的な風土が

あるだろうと思います。その辺をもっと御理解いただいて、ぜひ厚労省に要望を出し

ていただきたい。むしろ、一緒になって要望書を作成するとか、そういうふうなこと

ができたらというふうにも思っております。 

○茂松委員  今の御意見、非常に大切なことで、日本の文化、歴史の話だと思うん

ですね。それが、今、成長戦略ということで、経済発展の、これで全部片づけられて、

そこは全部カットされてきているという。だから、人の命、健康も、病気になったら

負けだという考え方になってきていますから、そこの考え方、やっぱり国のありよう

は政治家がしっかり考えないといけない。そこの政治家がいてないんですよ、この国

をどうしようかという。そこに持っていきますから、府、市に言ってもなかなか難し

いんですけど、やっぱり都道府県からしっかり上げてもらう、各市町村からも上げて

もらうという、この意気込みは物すごく大事だと思うんです。だから、これから高齢

者でもいろんな方が出てくるんですけど、ここをみんな考えていかないと、市民、府

民へのサービスが行政の役割だと思うのでそこは非常に大事だと思うんですけどね。 

○白阪委員長  貴重な御意見をありがとうございます。２０１６年４月だから、も

う来年、再来年には固まってしまうので、来年ぐらいが勝負じゃないですか。 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

 今、お話は今後のエイズ対策、３番まで終わったという理解でよろしいですか。そ

このところでつけ加えられることはございませんか。よろしいですか。 

 では、ほかに何か御意見等はございませんでしょうか。 

○青木委員  ５番の評価のところなんですけど、ことしは始まったばかりなので、

こういう形での、これ全体が評価ということになっていると思うのですが、できれば

これから、来年とか評価をしていくときに、あまり細かいところの、例えば数字だけ

に振り回されて、達成できた、できないとかいうことにならないようにするために、
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やはり指針から出た具体的な課題、そして課題をどういうふうに計画するかという、

やはり４年先を見たような計画案と、それに向けてのどこまでできているのか、いな

いのか、課題が何なのかとわかるような、何か少し長期的な、中長期的な指標みたい

なものが次回までに作っていただけると、それができない分野もあると思うんですけ

ど、先ほど言っていました医療体制の構築の部分であるとか、分野によってはできる

ものもあるんじゃないかと思うので、そういうものを作っていただくと、評価がしや

すいんじゃないかなと思いました。 

○白阪委員長  ありがとうございます。 

 あと、今後のスケジュールなど、わかっておられる範囲でお聞かせいただいてもい

いですか。 

○松本副主幹  今後、今回の委員会の結果を踏まえまして、またこれから半年間の

進捗状況等を見まして、２月にこの委員会と別で行わせていただいております作業班

会議というのを開催させていただきたいと思っております。また、そこで議論をいた

だいて、より充実した対策について検討を深めてまいりたいと思います。それから、

また来年、同じぐらいの時期にこの委員会を開催させていただくと。その前の７月ぐ

らいに、もう一度、作業班も開催させていただくと、そのような計画にしております。 

○白阪委員長  ありがとうございました。きょうは、木原委員も御欠席ですので、

御意見は１週間ぐらいお待ちいただいてもいいでしょうか。何か追加の御意見が委員

からあれば、きょうで大体出尽くしているとは思うんですが、１週間ぐらいいただい

て、何もなければ、これで今日の委員会は全て出尽くしたと考えてよろしいですので、

木原委員から何もいただいてないですね。 

○半羽課長  まだです。 

○白阪委員長  それでは、全体を通じて何かございませんでしょうか。私が預かっ

ている議題は以上だと思うんですが、よろしいですか。 

 では、特になければ、これで私の役目を終えたいと思います。 
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○小山代理  それでは、白阪委員長並びに委員の皆様方には、さまざまな観点から

御意見をいただきました。まことにありがとうございました。 

 先ほど、松本から今後の日程ということでお伝えさせていただきましたが、来年２

月と７月頃に作業班会議を開催し、施策の進捗状況の取りまとめを行った上で、来年

８月頃に本委員会を開催させていただき、その評価について御意見をいただきたいと

いうふうに考えております。 

 それでは、以上をもちまして本日の第１回大阪市エイズ対策評価委員会を終了させ

ていただきます。本日はありがとうございました。 

 

閉会 午後３時４９分 


